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【手続補正書】
【提出日】令和1年10月10日(2019.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の他の通信装置に対して指向性アンテナを用いて通信を行うことが可能な通信装置
であって、
　前記複数の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を取得する取得手段と
、
　前記通信経路の情報に基づいて、通信経路が確立されていない指向性を、前記複数の他
の通信装置に対する通信経路を探索するための要求信号を送信する指向性として選択する
選択手段と、
　前記選択手段により選択された指向性で前記要求信号を送信する送信手段と、
　前記送信手段により送信された要求信号に対する応答信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段により前記応答信号が受信された場合に、前記複数の他の通信装置のうち
、前記応答信号を送信した通信装置との間で経路探索を実行する探索手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記送信手段は、前記要求信号を、前記選択手段により選択された指向性で、前記複数
の他の通信装置が有する指向性アンテナの数のうちの最大の数、送信することを特徴とす
る請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記複数の他の通信装置に対して確立された通信経路でデータ通信を行うデータ通信手
段を更に有し、
　前記探索手段は、所定の経路探索期間において前記経路探索を実行し、
　前記データ通信手段は、前記経路探索期間と別の期間のデータ通信期間で前記データ通
信を行うことを特徴とする請求項１または２に記載の通信装置。
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【請求項４】
　前記送信手段は、前記経路探索期間と前記データ通信期間の情報を前記複数の他の通信
装置に送信することを特徴とする請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記複数の他の通信装置との間で確立されている通信経路のいずれかの遮断が発生した
かを判定する判定手段を更に有し、
　前記判定手段により、通信経路の遮断が発生したと判定された場合、前記取得手段は、
前記複数の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を更新することを特徴と
する請求項３に記載の通信装置。
【請求項６】
　第１の他の通信装置に対して指向性アンテナを用いて通信を行い、第２の他の通信装置
に対して有線で通信を行うことが可能な通信装置であって、
　前記第１の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を取得する取得手段と
、
　前記通信経路の情報に基づいて、通信経路が確立されていない指向性を、前記第１の他
の通信装置が通信経路を探索するために送信する要求信号を受信するための指向性として
選択する選択手段と、
　前記選択手段により選択された指向性で前記要求信号を受信する受信手段と、
　前記受信手段により前記要求信号が受信された場合に、応答信号を送信する送信手段と
、
　前記送信手段により前記応答信号が送信されることに応じて、前記第１の他の通信装置
との間で経路探索を実行する探索手段と、
を有することを特徴とする通信装置。
【請求項７】
　前記送信手段は、前記受信手段により前記要求信号が所定の閾値以上の通信品質で受信
された場合に、前記応答信号を送信することを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　既に確立されている通信経路とシステムが要求する通信経路の数に基づいて前記所定の
閾値を決定する決定手段を更に有することを特徴とする請求項７に記載の通信装置。
【請求項９】
　前記第１の他の通信装置に対して確立された通信経路でデータ通信を行うデータ通信手
段を更に有し、
　前記探索手段は、所定の経路探索期間において前記経路探索を実行し、
　前記データ通信手段は、前記経路探索期間と別の期間のデータ通信期間で前記データ通
信を行うことを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　前記送信手段は、前記経路探索期間と前記データ通信期間の情報を前記第２の他の通信
装置に送信することを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１１】
　通信経路を遮断する遮断手段を更に有し、
　前記第１の他の通信装置に対して確立された通信経路における通信品質が所定の別の閾
値より高い場合、前記探索手段は前記経路探索を実行せず、
　前記第１の他の通信装置に対して確立された通信経路における通信品質が前記所定の別
の閾値以下である場合、前記遮断手段は、前記第１の他の通信装置に対して確立された通
信経路を遮断することを特徴とする請求項９に記載の通信装置。
【請求項１２】
　前記要求信号は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄにおけるＧｒａｎｔフレームであり、前記
応答信号は、ＩＥＥＥ８０２．１１ａｄにおけるＧｒａｎｔ　ＡＣＫフレームであること
を特徴とする請求項１から１１のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１３】
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　複数の他の通信装置に対して指向性アンテナを用いて通信を行うことが可能な通信装置
の制御方法であって、
　前記複数の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を取得する取得工程と
、
　前記通信経路の情報に基づいて、通信経路が確立されていない指向性を、前記複数の他
の通信装置に対する通信経路を探索するための要求信号を送信する指向性として選択する
選択工程と、
　前記選択工程において選択された指向性で前記要求信号を送信する送信工程と、
　当該要求信号に対する応答信号が受信された場合に、前記複数の他の通信装置のうち、
前記応答信号を送信した通信装置との間で経路探索を実行する探索工程と、
を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１４】
　第１の他の通信装置に対して指向性アンテナを用いて通信を行い、第２の他の通信装置
に対して有線で通信を行うことが可能な通信装置の制御方法であって、
　前記第１の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を取得する取得工程と
、
　前記通信経路の情報に基づいて、通信経路が確立されていない指向性を、前記第１の他
の通信装置が通信経路を探索するために送信する要求信号を受信するための指向性として
選択する選択工程と、
　前記選択工程において選択された指向性で前記要求信号が受信された場合に、応答信号
を送信する送信工程と、
　前記応答信号が送信されることに応じて、前記第１の他の通信装置との間で経路探索を
実行する探索工程と、
を有することを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１から１１のいずれか１項に記載の通信装置として機能させる
ためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記目的を達成するための一手段として、本発明の通信装置は以下の構成を有する。す
なわち、複数の他の通信装置に対して指向性アンテナを用いて通信を行うことが可能な通
信装置であって、前記複数の他の通信装置との間で確立されている通信経路の情報を取得
する取得手段と、前記通信経路の情報に基づいて、通信経路が確立されていない指向性を
、前記複数の他の通信装置に対する通信経路を探索するための要求信号を送信する指向性
として選択する選択手段と、前記選択手段により選択された指向性で前記要求信号を送信
する送信手段と、前記送信手段により送信された要求信号に対する応答信号を受信する受
信手段と、前記受信手段により前記応答信号が受信された場合に、前記複数の他の通信装
置のうち、前記応答信号を送信した通信装置との間で経路探索を実行する探索手段と、を
有する。
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